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◎延滞金の納付
納期限後に納付する
場合は、法律の規定
により計算した金額
に相当する延滞金額
を、税額に加算して
納付してください。
　また、納期限前で
あっても、会計監査を
受けること等の理由
により納期限が延長
されている場合は、
延長前の納期限から
実際の納期限までの
期間に応じて、法律
の規定により計算し
た延滞金額が発生し
ますので、当該金額
を税額に加算して納
付してください。

→納付場所の一覧
はこちら
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金融機関

上記のとおり通知します。（都道府県保管）

大 　　分　　 銀　 　行

大分

上記のとおり領収しました。（納税者保管）
◎納付場所
大分銀行、県収納代理金融機関、九州内のゆうちょ銀行・郵便局
（沖縄県を除く）、県税事務所
◎延滞金の納付
納期限後に納付する場合は、法律の規定により計算した金額に
相当する延滞金額を、税額に加算して納付してください。
　また、納期限前であっても、会計監査を受けること等の理由に
より納期限が延長されている場合は、延長前の納期限から実際
の納期限までの期間に応じて、法律の規定により計算した延滞
金額が発生しますので、当該金額を税額に加算して納付してくだ
さい。
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平成１８年４月１
日以降に開始す
る事業年度分の
均等割額につい
ては、標準税率
に５％（森林環
境税）を加算し
てください。
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